
資料３

教科書検定手続きの現状について

検 定 申 請

審議会委員・臨時委員・専門委員、教科書調査官による
申請図書の調査

審議会による審議

（合否の留保）

検定意見の通知（文書）

修正表の提出

審議会による審議

検定合格決定 検定不合格決定

（検定済教科書について）

訂正申請
※発行者が下記の記載を発見した場合

①誤記、誤植、脱字、誤った事実の記載

②学習を進める上に支障となる記載 等

必要に応じ審議会による審議

承認


